
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付のためのフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 確認の有効期間は，要介護（要支援）認定期間となります。 

※２ 確認の有効期間後も継続して貸与を受ける場合は，認定日または認定期間満了日のいずれか遅

い日から３０日以内に再度確認書を提出する必要があります。 

※３ 区分変更により要介護度が変更した後も継続して貸与を受ける場合は，再度確認書を提出する

必要があります。 

※４ 貸与品目を変更する場合，確認の有効期間内であっても再度確認書を提出する必要があります。 

直近の認定調査結果を確認する 

基本調査の結果から厚生労働大臣の定め

た状態像に該当することが確認できた。 

例外給付の確認書を提出する 

添付書類：認定情報の写し  

※該当箇所にマーカー等で印を

つけてください。 

主治医の意見を基に検討する 

貸与の品目が車いす及び車いす付属品，も

しくは移動用リフトで，主治医からの情報

及びサービス担当者会議により，貸与の必

要性が確認できた。 

主治医による医学的所見が，次のⅠ)～Ⅲ)のいずれかに該当し，サービス担当者会議により，貸

与の必要性が確認できた 

Ⅰ)疾病その他の原因により，状態が変動しやすく，日によって又は時間帯によって，頻繁に厚 

生労働大臣が定める者に該当する者 

Ⅱ)疾病その他の原因により，状態が急速に悪化し，短期間のうちに厚生労働大臣が定める者に 

該当するに至ることが確実に見込まれる者 

Ⅲ)疾病その他の原因により，身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から 

厚生労働大臣が定める者に該当すると判断できる者 

要支援１・２または要介護１の認定を受けている 

※自動排泄処理装置については要支援１・２または要介護１～３の認定を受けている 

例外給付の対象外です 

例外給付の確認書を提出する 

添付書類：主治医の意見の確認書類，サービス担当

者会議の記録，サービス計画書 

はい いいえ 

確認できない 確認できた 

確認できない 

or 

他の品目である 

確認できた 

例外給付の対象外です 例外給付の確認書を提出する 

添付書類：医学的な所見の確認書類，サービス担当

者会議の記録，サービス計画書 

確認できた 確認できない 


